
（１９）

事業評価書（事前・事後）

平成１５年８月

評価対象（事業名） 児童手当制度

担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ６ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなど

を可能にする社会づくりを推進すること

施策目標 ５ 子どもが健全に育成される社会を実現すること

Ⅲ 子育て家庭の生活の安定を図ること

( ) 事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

児童手当制度は、義務教育就学前の児童を養育する親等に対し、児童１人あたり

月５千円（第３子以降月１万円）を支給することにより、児童養育家庭の生活の安

定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資するも

のである。平成１６年度においては、与党三党間で、少子化対策と併せて総額２，

５００億円の範囲内で「支給対象年齢等の見直し」を行うことが合意されており、

制度の拡充を図るものである （詳細については未決定）。

（ ） （ ）予算概算要求額 児童手当国庫負担金 単位：百万円

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

１９７，４６７１２８，４５３ １８９，８３６ １９１，６５６ １８８，１５１

（拡充分は含ま

ず）

( ) 問題分析3
①現状分析

現行制度は、義務教育就学前の児童を養育する親等に対し、児童１人あたり月５千

円（第３子以降月１万円）を支給するものである。

②問題点

少子・高齢化が進行し、厳しい経済状況の下、子育て家庭の家計は厳しさを増して

おり、子育て家庭に対する経済的支援の必要性が指摘される中、我が国の児童手当制

度は、ヨーロッパ諸国の制度と比較して、支給対象年齢、支給額のいずれも低水準で

ある。

③問題分析

支給対象年齢等の見直しによる制度の拡充が必要である。



④事業の必要性

上記与党合意を踏まえ、支給対象年齢等を見直し、児童手当制度を拡充することが

必要である。

( ) 事業の目標4
目標達成年度

政策効果が発現する時期

アウトカム指標 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 目標値基準値/

（説明） （モニタリングの方法）

アウトプット指標 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 目標値基準値/
支給対象児童数

（説明） （モニタリングの方法）

児童手当の支給対象児童数 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境

課調べ。

参考指標（過去数年度の推移を含む） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

支給対象児童数（万人） ２２１ ２４１ ５７８ ６７７

（説明） （モニタリングの方法）

児童手当の支給対象児童数 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境

課調べによる。

２．評 価

( ) 必要性1
その他公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

児童手当制度は、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う

児童の健全育成及び資質の向上に資するものであり、公益性を有する。その財源につ

いては、国・地方公共団体及び事業主が負担している。事業主が負担しているのは、

次代の社会を担う児童を健全に育成し、その資質の向上を図ることを通じて、将来の

労働力の維持・確保にもつながる効果が期待できるからである。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

児童手当制度は、児童養育家庭に対する所得保障及び児童福祉の２つを目的とした

全国民を対象とした統一的な制度であることから、国として行う必要がある。財源に

ついては、国・地方公共団体・事業主で負担しているが、責任分担の度合いを勘案し

て、国の負担は地方公共団体の２倍となっている。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）

公費負担及び事業主拠出金を財源としていることや、各市区町村において認定を行

う法定受託事務であることから、民営化等は想定できない。



緊要性の有無 有 無

（理由）

急速な少子・高齢化の進行に伴い、子育て家庭への経済的支援策の充実は緊急の課

題である。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

児童のいる世帯では約６割が生活が苦しいと回答しており、児童養育家庭への経済

的支援を充実させる必要があり、児童手当の支給対象年齢等の見直しを行うことによ

り、児童養育家庭の生活の安定に資するものである。

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

平成１２年度の制度改正（支給対象年齢の拡充：３歳未満→義務教育就学前 、平）

成１３年度の所得制限限度額の大幅な引き上げにより、児童養育家庭の生活の安定が

図られつつあるところである。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

( ) 効率性3
手段の適正性

児童手当は子育て家庭に対し現金給付を行うものであり、子育て家庭の多様なニー

ズに対応することができ、制度趣旨に合致した効率的な制度であると評価できる。

なお 「子どものいる世帯に対する所得保障、税制、保育サービス等の対策に関す、

る総合的研究 （平成１４年勝又幸子（国立社会保障・人口問題研究所 ）において児」 ）

童手当の受給経験者にその使途を調査したところ、月々の家計に足して使うもの、子

どものための貯蓄、学費、衣類など子どもの特別な用途に限って使うものとする回答

が大多数を占める結果となっている。

費用と効果の関係に関する評価

児童手当は現金給付方式であることから、児童養育家庭の生活の安定を図るための

直接的な支援を行うことができ、かかる費用は無駄なく効果を生むこととなる。

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）

( ) その他4



３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

平成１４年１２月に与党３党において税制改正に関連して、児童手当について支給

対象年齢等を見直すことを柱とする少子化対策を平成１６年度予算で実施することが

合意されている。

③総務省による行政評価・監視等の状況 なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等） なし

⑤会計検査院による指摘 なし


